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令和６年度山形市ＩＣＴアドバイザー業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

本要領は令和６年度山形市ＩＣＴアドバイザー業務を委託するにあたり、公募型のプロポーザル方式に

よる企画提案を募集し、最優秀者提案者を決定するために必要な事項を定める。  

  

２ 提案を募集する業務の概要 

⑴ 業務の名称 

令和６年度山形市ＩＣＴアドバイザー業務（以下「本業務」という。）  

⑵ 業務の内容 

別紙「令和６年度山形市ＩＣＴアドバイザー業務提案仕様書」のとおり 

⑶ 業務の履行期間 

 契約締結日から令和７年３月３１日まで 

⑷ 契約の方法 

  本業務に係るプロポーザル（以下「本プロポーザル」という。）で決定した候補者（最優秀提案とされた

内容について本市と合意に至った場合に限る。）と山形市（以下「本市」という。）との随意契約とする。 

⑸ 提案上限額 

５，０１６，０００円（消費税及び地方消費税の額を含まない） 

ただし、この金額は提案内容の規模を示すものであって、本業務に係る見積書の提出の際は、この

金額を超えてはならない。 

⑹ 支払方法 

 毎月払いとする。 

  

３ スケジュール  

項目 日程・期限等 備考 

公募開始 令和６年４月１日（月） ５ 参加資格要件 

質問締切日 令和６年４月５日（金） 

午後４時 

６ 質問要領 

質問回答期限 令和６年４月９日（火） ６ 質問要領 

参加申込書の提出期限 令和６年４月１２日（金） 

午後４時 

７ 参加申込及び参加要件適格確認 

企画提案書の提出期限 令和６年４月１７日（水） 

午後４時 

８ 企画提案書等の提出 

プレゼンテーション実施日 令和６年４月２3 日（火） ９ プレゼンテーション実施要領 

審査結果通知 令和６年４月下旬 １ ０ 審査・評価 

契約締結 令和６年５月上旬 １ １ 本契約 
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４ 事務局 

  山形市企画調整部情報企画課 担当：情報システム係 

  〒990-8540 山形市旅篭町二丁目３番２５号 

  電話：023－641-1212 内線 878 FAX:023-624-8416 

  e-mail：jyouhou@city.yamagata-yamagata.lg.jp 

 

５ 参加資格要件 

⑴ 参加資格 

本プロポーザルに参加する者は本業務に参画する意欲があり、業務の内容についての十分な知識、

導入実績等を備え、提案書提出時において次の要件を全て満たすこと。 

ア 山形市契約規則（昭和３９年市規則第１８号）第２５条第２項に規定する競争入札参加資格者名簿

に登載されている者にあっては、本市の指名停止期間中でないこと。現在、競争入札参加資格者名

簿に登載されていない者も企画提案書を提出することができるが、委託契約を締結するまでの間

に登載されるようにすること。 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てが行われたもの又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てが行われたものでない

こと。 

ウ 会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６４４条の規定に基づく精算の開始、又は破

産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは第１９条の規定に基づく破産手続開始の申立てがな

されていないこと。 

エ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

オ 山形市暴力団排除条例（平成２３年市条例第２５号）第２条に規定する暴力団若しくは暴力団員又

はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

カ 山形市に納付すべき市税（市外または県外に本社を置く場合、本社が所在する市町村の税）の滞

納をしている者ではないこと。 

キ ＩＳＭＳ適合性評価制度又はプライバシーマーク制度の認証を取得しており、情報セキュリティ管理

を的確に行う体制が整備されていること。 

ク 直近５年以内に官公庁（国家機関、地方公共団体及び独立行政法人）において実施した本業務と

同内容の業務を受託し、かつ、業務を成功裏に履行した実績を有すること。 

⑵ 共同提案で参加する場合 

複数の事業者が共同提案で本プロポーザルに参加しようとする場合は、共同提案の代表事業者は

上記アからケの要件を全て満たし、代表事業者以外の事業者（以下「共同事業者」という。）は上記ア

からキの要件を全て満たしていること。なお、共同提案で参加する者は単独の提案又は他の共同提案

に参加することはできない。 

共同提案を行う場合には、代表事業者は本プロポーザルに参加するに当たっての全体の意思決定、

運営管理等に責任を持つ者であること、及び代表事業者とならない者にあっては代表事業者へ本プ

ロポーザルに関する応募、契約締結に関する一切の権限を委任している旨が記載されている「共同参

加事業者構成表明書」を参加申込みの時点で提出すること。 
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⑶ 参加資格の喪失  

本プロポーザルに参加表明した者が次の各号のいずれかに該当したときは、参加資格を喪失する

ものとする。  

ア 本手続において提出した書類等に虚偽の記載をし、その他不正な行為をしたとき。  

イ 本手続の期間中に⑴に掲げる要件に該当しなくなったとき。  

 

６ 質問要領 

⑴ 質問方法 

本プロポーザルに関し質問がある場合は、質問票（様式第１号）により電子メールにて「４ 事務局」

記載のｅ-mail アドレス宛に提出すること。なお、件名は「【質問】令和６年度山形市ＩＣＴアドバイザー

業務」とすること。 

 ⑵ 質問受付期間 

   令和６年４月１日（月）から令和６年４月５日（金）午後４時まで 

 ⑶ 回答方法 

原則、各回答日時点で参加申込又は問合せのある全てのものに対して電子メールで回答するが、

質問又は回答の内容が公開することにより質問者の不利益となると判断したものについては、質問者

のみに回答する。 

 ⑷ 本市の質問回答期限 

   令和６年４月９日（火） 

 

７ 参加申込及び参加要件適格確認 

⑴ 申込期間 

令和６年４月１日（月）から令和６年４月１２日（金）午後４時まで 

⑵ 申込方法 

下記⑶提出書類を郵送（締切日必着）または、持参（持参する場合は、土日、祝日を除く午前９時～

午後４時まで）すること。 

⑶ 提出書類 

ア 参加申込書（様式第２号） 

イ 誓約書（様式第３号） 

ウ 秘密保持誓約書（様式第４号） 

エ 事業者概要調書（様式第５号） 

オ 業務（導入）実績調書（様式第８号） 

カ 情報セキュリティ管理体制を証明する書類の写し 

※ＩＳＭＳ適合性評価制度認証又はプライバシーマーク認定証など 

キ 事業内容のわかるパンフレット等 

 ⑷ 提出部数 

   各１部 
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 ⑸ 提出先 

   〒990-8540 山形市旅篭町二丁目３番２５号 

山形市企画調整部情報企画課情報システム係 

⑹ 参加要件適格確認 

 上記⑶で提出された書類で、参加要件適格が確認された者に対しては、参加要件適格通知書によ

り通知を行う。参加要件を満たしていない者に対しては、参加要件不適格通知書により通知を行い、

本プロポーザルへの参加を認めない。 

 

８ 企画提案書等の提出 

  上記「７ 参加申込及び参加要件適格確認」により参加要件適格の通知を受けた者は、次のとおり企画

提案書等を提出すること。 

⑴ 企画提案書等の作成要領 

 別紙「企画提案書等作成要領」のとおり 

⑵ 企画提案書等の提出手続き 

ア 提出期限 

      令和６年４月１７日（水）午後４時 

イ 提出方法 

下記ウ提出書類を特定記録郵便等にて郵送（締切日必着）または持参（持参する場合は、土日、

祝日を除く午前９時～午後４時まで）すること。郵送の場合は提出期限までに到着したものに限る。

なお、提出後（事務局受付後）の内容変更、差替え又は再提出は認めない。 

上記のほか電子データをマイクロソフトＯｆｆｉｃｅ形式で電子メールにて「４ 事務局」記載のｅ-

mail アドレス宛に提出すること。なお、件名は「【企画提案】令和６年度山形市ＩＣＴアドバイザー業

務」とすること。 

ウ 企画提案に必要な提出書類は次のとおりとする。 

提出書類等 様式 部数 

①企画提案書 第７号 正本１部、副本７部 

②サービス拠点及び担当技術者調書 第９号 正本１部 

③見積書 第１０号 

 エ 提出先 

     〒990-8540 山形市旅篭町二丁目３番２５号 

山形市企画調整部情報企画課情報システム係 

 

⑶ 参加の辞退 

  参加申込後に参加を辞退する場合は、参加辞退届（様式第６号）により、その理由を記して速やかに

提出すること。 

提出書類等 様式 部数 

参加辞退届 第６号 １部 ※参加を辞退する場合のみ 
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９ プレゼンテーション実施要領 

⑴ プレゼンテーションの概要 

 自ら提案する内容に沿って提案内容のプレゼンテーションを行い、審査委員等からヒアリングを受け

るものとする。 

⑵ プレゼンテーションの参加対象者 

 プレゼンテーションの参加対象者は企画提案書等を提出したものとする。 

⑶ 実施日時及び場所 

 令和６年４月２３日（火） 山形市役所（山形市旅篭町二丁目３番２５号） 

※各提案者の開始時間については別途メール又は電話等で連絡する。 

⑷ プレゼンテーションの実施内容 

 企画提案書及び別紙「令和６年度山形市ＩＣＴアドバイザー業務に係る企画提案書評価基準表（以下

「評価基準表」という。）」の項番１～１８のうちプレゼンテーション対象項目について評価観点に則した

プレゼンテーションを実施すること。 

⑸ タイムスケジュール  

提案者による説明（２５分以内）、ヒアリング（５分以内） 

⑹ 留意事項  

ア プレゼンテーションは提案書の内容の範囲内で行うものとし、追加の提案は認めない。 

イ プレゼンテーションに際して特に資料を作成する場合は、７部用意し持参すること。 

ウ プレゼンテーションに必要なパソコンは提案者が準備することとし、その他投影に必要な スクリー

ン及びプロジェクター等は本市で準備する（あらかじめ必要な機材を報告すること）。 

エ プレゼンテーションは評価基準表の各評価項目の評価の確認等のために実施するものとし、プレ

ゼンテーションそのものは評価の対象としない。 

 

１ ０ 審査・評価 

⑴ 審査及び評価の方法 

本プロポーザルの評価は本市職員で構成する「山形市ＩＣＴアドバイザー業務プロポーザル審査委

員会」（以下「審査委員会」という。）において、評価基準表及び下表に基づき行う。 

項目 配点 
企画提案評価点 ３２０点 
価格評価点 ５０点 
合計点 ３７０点 

⑵ 受託候補者の選定 

ア：申請者が複数の場合 

評価の結果、合計点が最も高かった提案者を本業務の履行に最も適した契約の相手方となる受

託候補者として決定する。また、合計点の最も高い者が二者以上いるときは、企画提案評価点が高

い提案者を上位とする。ただし、合計点が最も高かった提案者が最低基準点（企画提案評価点の

満点の６０％の点数）に達していない場合は、その理由を審査委員会で審議のうえ、その内容を当

該提案者に伝え、後日当該提案者について再審査を行うこととする。 

   なお、受託候補者の不測の事態を考慮し、次点の提案者も選定する。 
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イ：申請者が一者の場合 

評価の結果、合計点が最低基準点以上であれば、当該提案者を受託候補者とする。合計点が最

低基準点（企画提案評価点の満点の６０％の点数）に達しない場合は、その理由を審査委員会で審

議のうえ、その内容を提案者に伝え、後日再審査を行うこととする。 

  

⑶ 失格事項等 

次に掲げる失格事項等に該当するものがある提案及び提案者は評価の対象外とし、評価を行わな

い。 

ア 提出された書類の提出方法、提出先及び提出期限に適合しなかった場合 

イ 参加資格要件を欠く場合 

ウ 見積価格が提案上限額を超える提案を行った場合 

エ 提案書等の部数が不足する場合 

オ 提案書等に虚偽の内容が記載されている場合 

カ 公告、実施要領及び提案書提出要件等に記載のある必要事項を満たしていない場合 

キ その他実施要領の規定に違反した場合 

⑷ 結果の公表 

評価結果については、提案者全てに対し、最優秀提案の選定から１週間以内に文書で通知する。併

せて、山形市公式ホームページに掲載を行う。 

 

１ １ 本契約 

受託候補者は最優秀提案を基本に全ての内容を再確認の上、仕様を明確化し、本市の承認を得るも

のとする。したがって、受託候補者の選定をもって提案書に記載された全内容を承認するものではない。 

受託候補者は、協議の上、明確にした仕様の内容に合意が得られなかった場合は、受託候補者として

の資格を失う。その場合 は、次点の提案者を受託候補者として繰り上げ、交渉する。 

本市と受託候補者は、本プロポーザルで示した業務内容、業務の範囲及び本市が承認した提案内容

に基づいて契約を締結し、この締結をもって本契約とする。 

 

１ ２ その他 

⑴ 提案書類提出等にかかる経費（交通費等を含む。）や、プレゼンテーションへの参加にかかる経費な

ど、本プロポーザルへの参加に要する経費は全て提案者の負担とする。 

⑵ 提出書類は返却しない。 

⑶ 本市は企画提案書の審査・評価の際に提出書類の複製を作成する場合がある。 

⑷ 本業務の契約は別途調製する契約をもって行う。 

⑸ 本市から本プロポーザル及び本業務において知り得た情報について、第三者に漏らし、若しくは本

プロポーザル・本業務手続き以外の目的に供し、又は無断で使用することは禁止する。 

⑹ 評価結果に対する異議は一切認めない。 

⑺ 電子メール等の通信事故、及び書類等の郵送・配送の途中の事故（郵送・配送の遅延を含む。）につ

いては、本市はいかなる責任を負わない。 
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⑻ 契約対象事業者は参加申込書（様式第２号）に記載した事業者とする。 

⑼ 契約締結後であっても、本件事業において契約締結事業者が談合その他の不正行為に関わった事

実が発覚した場合、または契約締結事業者の役員等が贈賄等で逮捕され社会的影響が大きいと本

市が判断した場合は、契約を解除する場合がある。 


